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            令和８年第２回川場村議会定例会会議録第１号             

 

令和８年３月５日（木曜日） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議事日程 第１号 

   令和８年３月５日（木曜日）午前９時００分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名（７番・８番） 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 陳情文書表について 

日程第 ５ 一般質問 

日程第 ６ 議案第 ６号 川場村空家等対策の推進に関する条例について 

日程第 ７ 議案第 ７号 川場村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に

ついて 

日程第 ８ 議案第 ８号 川場村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例につい

て 

日程第 ９ 議案第 ９号 川場村消防団条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第１０号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第１１ 議案第１１号 川場村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第１２号 川場村子育て支援金支給条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第１３号 川場村武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第１４ 議案第１４号 川場村武道館の指定管理者の指定について 

日程第１５ 議案第１５号 令和７年度川場村一般会計補正予算（第６号）について 

日程第１６ 議案第１６号 令和７年度川場村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

日程第１７ 議案第１７号 令和７年度川場村介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第１８ 議案第１８号 令和７年度川場村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

日程第１９ 議案第１９号 令和７年度川場村簡易水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第２０ 議案第２０号 令和７年度川場村下水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第２１ 議案第２１号 令和８年度川場村一般会計予算について 

日程第２２ 議案第２２号 令和８年度川場村国民健康保険事業特別会計予算について 
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日程第２３ 議案第２３号 令和８年度川場村介護保険事業特別会計予算について 

日程第２４ 議案第２４号 令和８年度川場村後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第２５ 議案第２５号 令和８年度川場村簡易水道事業会計予算について 

日程第２６ 議案第２６号 令和８年度川場村下水道事業会計予算について 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（９人） 

         １番  桒 原 達 也 君        ２番  千木良 澄 夫 君 

         ３番                   ４番  角 田 文 雄 君 

         ５番  津久井 俊 雄 君        ６番  宮 内 好 美 君 

         ７番  丸 山 敏 雄 君        ８番  細 谷 市 衛 君 

         ９番  黒 田 まり子 君       １０番  小 菅 秋 雄 君 

欠席議員（なし） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

    村     長  外 山 京太郎 君   副  村  長  角 田 圭 一 君 

    教  育  長  宮 内 伸 明 君   総 務 課 長  小 林   巧 君 

    住 民 課 長  安 藤 秀 昭 君   健康福祉課長  布 施 伸一郎 君 

    むらづくり振興課長  小 菅 喜 仁 君   田園整備課長  石 田 信 幸 君 

    教育委員会事務局長  横 坂   徹 君   会 計 管 理 者  春 原 久 代 君 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  今 井   忠     書     記  田 中 玲 子 
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◎議長挨拶 

○事務局長（今井 忠君） ただいまから、令和８年第２回川場村議会定例会が開かれます。 

 開会に当たりまして、議長から挨拶があります。 

○議長（小菅秋雄君） 皆さん、おはようございます。 

 定例会開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日ここに令和８年第２回川場村議会定例会が招集されましたところ、議員各位には公私極めてご

多忙のところご参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、今期定例会は、一般会計及び各特別会計並びに公営企業会計の新年度予算をはじめ、重要な

案件を審議する議会であります。議会といたしましては、提出される全ての案件に対しまして十分に

審議を尽くし、村民の要望を村の諸施策に反映すべく努力いたしたいと存じます。 

 議員各位には適切な議会運営に努められますとともに、執行部のご協力をお願い申し上げまして、

開会に当たりましての挨拶といたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎村長挨拶 

○事務局長（今井 忠君） 続きまして、村長から議会招集の挨拶があります。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 改めまして、皆さんおはようございます。 

 議会開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日、令和８年第２回川場村議会定例会を招集いたしましたところ、小菅議長をはじめ議員各位の

ご出席をいただきまして、ここに開会できますことを心から御礼を申し上げます。 

 先ほど、細谷市衛議員におかれましては、永年勤続の表彰、誠におめでとうございました。この表

彰を契機に、ますますご精進されることをご祈念申し上げる次第でございます。 

 さて、急な衆議院の解散で１月２７日公示、２月８日投開票の日程で実施をされました衆議院議員

総選挙等におきましては、有権者の皆様にはこの選挙の意義と重要性を認識し、進んで投票に参加し

ていただいた結果、本村の投票率が６４．７２％で前回の投票率に比べ２ポイント上昇し、県内で７

番目の投票率となりました。 

 また、イタリアで行われました第２５回冬季オリンピックミラノコルティナ大会が２月６日から２

２日までの１７日間で行われ、日本は過去最多のメダル２４個を獲得し、将来オリンピックを目指す

子供たちにとって大きな励みとなったと思います。 

 さらに、国におきましては衆議院選挙後に第２次の高市内閣が誕生いたしました。新政権は強い経

済の構築を目指し、国民に景気回復の果実を実感していただくことを目指しております。このような

国の方針に対し、地方自治体としても地方創生への強い取組方針に期待を寄せているところでござい

ます。 
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 さて、本定例会での提出案件は、条例の制定３件、条例の一部改正５件、一般会計及び特別会計等

の補正予算案６件、一般会計及び特別会計等の当初予算案６件、報告１件、その他２件の合わせて２

３件であります。 

 いずれの案件も慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げまして、本定

例会招集の挨拶とさせていただきます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開会・開議 

   午前９時０５分開会・開議 

○議長（小菅秋雄君） ただいまの出席議員数は９名であります。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから令和８年第２回川場村議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において７番丸山議員、８番細谷議員

を指名いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日から３月１３日までの９日間にしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から３月１３日までの９日間に決定いたしました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（小菅秋雄君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 去る２月１３日、群馬県町村議会議長会の定期総会が群馬県市町村会館において開催されました。 

 定期総会では、全国町村議会議長会の町村議会表彰、自治功労者表彰並びに群馬県町村議会議長会

表彰、群馬県知事による感謝状の贈呈が行われ、私が議長４年以上在職者として群馬県町村議会議長

会の表彰を受けました。そのほかの表彰を受けられた方々は、お手元にお配りしてございますのでご

覧ください。 
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 なお、議事では令和８年度の事業計画及び一般会計予算等の議案が提出され、全て原案のとおり決

定されました。 

 去る２月６日付で川場村監査委員から議長宛てに、定期監査の結果報告書、２月２７日付で行政監

査の結果報告書の提出がありました。 

 報告書の写しはお手元に配付したとおりですので、ご承知願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 陳情文書表について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第４、陳情文書表についてを議題といたします。 

 お手元に配付してあります陳情文書表について、所管の委員会に付託し、十分に審議をお願いした

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 受理番号１番を総務文教常任委員会に付託いたします。ご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。それではよろしくお願いいたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（小菅秋雄君） 日程第５、一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、発言を許します。 

 ２番千木良議員。 

              〔２番 千木良澄夫君発言〕 

○２番（千木良澄夫君） ２番千木良澄夫です。 

 通告により質問をさせていただきます。 

 村民の健康づくり支援についてお伺いいたします。 

 少子高齢化が進む中、村民一人一人が心身ともに健康で安心して暮らしていけることは、個人や家

庭にとっても大切なことであり、村にとっても村政運営の重要事項であります。 

 健康であるということは、医療費の抑制だけでなく、健康寿命を延ばし、村民が生き生きと地域で

活動できることは、将来にわたっての村づくりに大きな力となるものです。 

 本村においても、各種検診や健康教室、運動、食生活の改善などの取組が進められていますが、身

近さ、参加しやすさが課題となって参加者の増加につながらないのではと思います。 

 そこで、村民の健康づくり支援事業の現状と今後の方向性についてお伺いします。 

 １つ目が、現在実施している主な事業内容とその目的についてお聞かせ願いたいと思います。 

 ２番目としまして、参加率や利用状況の把握について。 
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 ３番目として、働き世代や子育て世代への健康支援についての取組について。 

 以上３点についてお伺いいたします。 

○議長（小菅秋雄君） 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 千木良澄夫議員の一般質問にお答えをいたします。 

 村民の健康づくり支援について、支援事業の現状と今後の方向性についてのご質問でありますが、

初めに、１つ目の「現在実施している主な事業内容とその目的について」でありますが、各種検診に

ついては、特定健診・後期高齢者健診をメタボリックシンドロームの早期発見と予防、健康寿命の延

伸や医療費の増大の抑制を目的として実施をしております。 

 がん検診については、がんを早期に発見し治療につなげ、がんによる死亡率を低下させる目的で、

肺がん、胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、前立腺がんの検診を実施しております。 

 子供に対する検診といたしまして、糖尿病、高血圧、脂質異常症などを早期に発見・把握し、適切

な食事・運動指導を通じて病気の発症や進行を食い止める目的で、小児生活習慣病予防検診を川場学

園の５年生と８年生の希望者を対象に実施をしております。 

 健康教室については、６５歳以上の方を対象として、要介護状態になることを防ぐことで、住み慣

れた地域で自分らしく自立した日常生活を長期間維持することを目的に、介護予防事業として「筋力

アップ教室」「ヘルスアップ教室」「笑顔アップ教室」「元気アップ教室」「転倒防止教室」を月に

一度のペースで実施しております。 

 運動については、ウオーキング教室をウオーキングや室内運動に関する知識の普及啓発と健康意識

の高揚、運動習慣の確立を目的として実施をしております。 

 生活習慣の改善については、川場村食生活改善推進協議会の皆さんにご協力をいただき、生活習慣

病の予防・重症化防止等を目的に、料理教室を計画、実施をしていただいております。 

 次に、２つ目の「参加率や利用状況の把握について」ですが、特定健診については受診率６１．

６％、後期高齢者検診４３．７％となっております。 

 がん検診については、肺がんが３１．６6％、胃がんが１１．５％、大腸がんが２１．５％、子宮

頸がん２３．９％、乳がん２４．９％、前立腺がん２７．７％であります。 

 小児生活習慣病予防検診は、８９．５％の児童生徒が受診をしております。 

 筋力アップ教室は２７０名、ヘルスアップ教室２３８名、笑顔アップ教室１４１名、元気アップ教

室３２５名、転倒防止教室９８名が４月から１月末までにご利用いただいております。 

 ウオーキング教室は年１０回計画し、９回実施しており６８名の方に参加をしていただいておりま

す。 

 食生活改善のための料理教室等については、学童クラブ料理教室、働き世代料理教室等７つの教室

を計画し、延べ２３７名の方に参加をいただいております。 
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 最後に、３つ目の「働き世代や子育て世代への健康支援についての取組について」でございますが、

健診については、がん検診と同日に受診ができるように総合化に取り組んでおり、早朝・土曜日の開

催をしております。 

 本年度から始まったウオーキング教室については、働き世代の方が参加しやすいように、令和８年

度から全５回の開催計画のうち、２回は午後６時３０分から開催する会を計画しております。 

 また、地域・職域連携推進協議会を通して、事業所と行政の取組の共有や連携方法等を検討してお

ります。 

 今後におきましても、参加状況や村民ニーズを踏まえながら、より多くの方にご参加いただけるよ

う実施方法の工夫や周知の充実を図り、健康寿命の延伸と医療費の適正化につながる取組を推進して

まいります。 

 議員皆様のご理解とご協力、ご指導を賜りますようお願い申し上げ、千木良澄夫議員の一般質問に

対する答弁とさせていただきます。 

○議長（小菅秋雄君） ２番千木良議員。 

              〔２番 千木良澄夫君発言〕 

○２番（千木良澄夫君） ご答弁ありがとうございました。 

 村民の健康づくりを考える上で、病気になってからの対応だけでなく、各種検診の受診による病気

の早期発見や日常生活の中での運動、食、心の健康を整えていく一次予防の取組がますます重要にな

ってくると思います。 

 先ほどのお話の中にありましたように、がん検診でございますが、肺が３１．６％、胃が１１．

５％、大腸が２０％程度ということで、かなり受診率が低いように思われますが、どのような要因が

あるかということをお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

 また、２番目といたしまして、今年度からウオーキング教室を行い、併せて健康ポイント事業とし

て位置づけ事業を行っているようでございますが、参加率を上げていくには非常によい試みであろう

かと思います。 

 ポイント事業でございますが、特定健診や人間ドック、あとがん検診、また、ウオーキング教室、

健康まつり、クリーンキャンペーン、料理教室など、いろいろなものがポイントの加算となっておる

ようでございますが、その中でウオーキング教室が先ほど９回実施で６８名の参加ということでござ

います。延べの人数かなと思いますが、ポイント事業への参加者、これは何人だったのでしょうか。

また、ポイント事業の実績等をお聞かせ願えればと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（小菅秋雄君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 布施伸一郎君発言〕 

○健康福祉課長（布施伸一郎君） まず、がん検診の受診率について回答させていただきます。 



－9－ 

 がん検診には、市町村が実施する住民検診、それから事業主が福利厚生の一環として実施する検診、

それから人間ドックなどの個人が受ける検診があります。事業主が福利厚生の一環として実施されて

いる検診を職域検診というふうに言っております。 

 がん検診受診者のうち住民検診の受診者につきましては２割～４割でありまして、残りは職域検診

を受診しているため、市町村では住民全員の受診状況を把握できていないのが実情であるため、村で

把握している受診率については、住民検診の受診率となっております。 

 がんによる死亡率を減少させるためには、早期発見と早期治療が必要となります。現在は必要な検

診受診率を把握できないため、未受診者の確認ができていない状況です。厚生労働省でもがん検診の

在り方に関する検討会におきまして、がん検診情報の一体的な把握についての検討が行われており、

令和９年度の健康増進事業では、職域等がん検診情報を含めた報告をするような案も出されておりま

す。村といたしましても受診率の把握に向け、取組について検討をしているところでございます。 

 次に、健康ポイント事業についてでございますが、今年度のウオーキング教室につきましては、１

０回のうち９回が行われております。３月１１日がウオーキング教室最後の日程となっております。

現在のところ１２名の申込みがあります。 

 それでは、健康ポイント事業についてですけれども、村民の健康意識の高揚と各種検診等の受診率

の向上を図るとともに医療費抑制につなげることを目的にしております。 

 ７年度につきましては、特定健診、後期高齢者健診、ウオーキング教室、料理教室、健康福祉まつ

り等が健康ポイントの対象事業となっておりまして、対象事業に参加してポイントを獲得し、１５ポ

イントに到達すると景品と交換できる制度となっております。事業の参加登録者は６１名です。景品

交換のポイント到達者が４名となっております。 

 令和８年度につきましては、より多くの皆さんに参加をしていただけるように健康ポイントの対象

事業を増やしまして、景品交換ポイントの到達が容易となるような計画を行っていきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ２番千木良議員。 

              〔２番 千木良澄夫君発言〕 

○２番（千木良澄夫君） ご答弁ありがとうございました。 

 がん検診につきましては、実施数のやはり把握が必要になってこようかと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 また、このポイント事業でございますが、初年度であったのでちょっと少なかったような気がいた

します。このポイント事業の登録者を増やすように、先ほどもポイント達成のハードルを下げるとい

うようなお話をされましたが、ぜひとも気軽に参加できるような、そんな事業にしていただければと

思います。 
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 村民の健康は、医療や福祉の問題だけでなく、地域の活動や村の活力にもつながっていきます。健

康が全てではありませんが、健康でなければ全てがなくなってしまうとのお言葉もお聞きします。今

後もより多くの村民が参加しやすく、事業の効果が発揮できるよう、健康づくり支援事業のさらなる

推進をお願い申し上げまして、質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（小菅秋雄君） 以上で、２番千木良議員の質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第６号 川場村空家等対策の推進に関する条例 

○議長（小菅秋雄君） 日程第６、議案第６号 川場村空家等対策の推進に関する条例についての件

を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第６号 川場村空家等対策の推進に関

する条例について、提案説明を申し上げます。 

 本条例は、村内における空家等対策を総合的かつ計画的に推進するため、新たに「川場村空家等対

策の推進に関する条例」を制定するものであります。 

 近年、全国的に空き家の増加が課題となっており、適切に管理されていない空き家は、防災・防犯

上の危険や景観の悪化、衛生環境の悪化など、地域住民の生活環境に大きな影響を及ぼすものであり

ます。本村においても、人口減少や高齢化の進行、相続未整理等により、今後空き家の増加が見込ま

れることから、法に基づく体制整備を図る必要があります。 

 本条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもののほか、本村における必要事項を定

めるものであります。地域住民の生命、身体及び財産を保護するとともに、良好な生活環境の保全を

図り、安全で安心な暮らしの実現に寄与するため、本条例の設置を提案するものであります。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第６号 川場村空家等対策の推進に関する条例についての件を採決いたします。 
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 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第７号 川場村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例につ 

            いて 

○議長（小菅秋雄君） 日程第７、議案第７号 川場村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第７号 川場村乳児等通園支援事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例について、提案説明を申し上げます。 

 令和８年４月より「子どもの成育環境の整備」「子育て家庭の孤立・負担軽減」「多様なライフス

タイルへの対応」等を目的として、乳児等通園支援事業、通称「こども誰でも通園制度」が全国で実

施されることに伴い、本村においても本制度を実施するため、児童福祉法の規定に基づき、新たに

「川場村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」の制定を行う必要があるこ

とから提案するものであります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第７号 川場村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例につい

ての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第８号 川場村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例について 
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○議長（小菅秋雄君） 日程第８、議案第８号 川場村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

を定める条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第８号 川場村特定乳児等通園支援事

業の運営に関する基準を定める条例について、提案説明を申し上げます。 

 令和８年４月より、通称「子ども誰でも通園制度」が全国で実施されることに伴い、本村において

も本制度を実施するため、子ども・子育て支援法の規定に基づき、新たに「川場村特定乳児等通園支

援事業の運営に関する基準を定める条例」の制定を行う必要があることから提案するものであります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第８号 川場村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例についての

件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 議案第９号 川場村消防団条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第９、議案第９号 川場村消防団条例の一部を改正する条例についての

件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第９号 川場村消防団条例の一部を改

正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 消防団は、地域の防災力を維持し、迅速な対応が求められる重要な組織であり、地域住民の安心・

安全を守る役割を担っております。しかし、本村での人口減少及び少子高齢化を考慮し、消防団員の
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定数を見直すことから、川場村消防団条例の一部を改正するため提案するものであります。 

 改正の内容は、第１分団から第８分団までの８つの分団で各１名ずつ定数を削減し、合計８名を削

減するものであります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第９号 川場村消防団条例の一部を改正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 議案第１０号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部 

              を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１０、議案第１０号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１０号 特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案説明をいたします。 

 本条例改正は、川場村空家等対策協議会委員の報酬を新たに定めるため「特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例」の一部を改正するものであります。 

 川場村空家等対策協議会は、全国的に課題となっている空き家問題に対し、本村がより実効的かつ

総合的な対策を推進するために設置する組織であります。本協議会は、さきに議案第６号で議決をい

ただいた「川場村空家等対策の推進に関する条例」の第７条第１項に基づき市町村が設置できる附属

機関に位置づけられております。 

 協議会では、村が空家等対策計画を作成または見直しする際に、その内容について意見を聴取し、

協議を行います。これにより、地域の実情や特性を踏まえた実効性の高い計画策定が可能となります。
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あわせて村内の空き家等が特定空家等に該当するか否かについても、専門的知見に基づき審議し、適

切な判断を行います。 

 空き家対策は建物の老朽化対策にとどまらず、相続や権利関係などの法務、不動産取引、建築技術、

福祉的配慮、地域コミュニティーへの影響など、多様な分野が関係する施策です。そのため本協議会

は、地域住民代表のほか、弁護士会、司法書士会、不動産関係団体、建築士会、社会福祉協議会、警

察関係者等の中から村長が必要と認める者を１０名以内で任命する予定であります。 

 報酬額については、２月１３日に開催されました特別職報酬等審議会において審議を行い、本村に

おける他の非常勤特別職の報酬水準等を勘案し、日額７，０００円と決定いたしました。旅費につい

ては「川場村旅費支給条例」に基づき支給をいたします。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） 質問というか確認なんですが。 

 空家等対策協議会報酬の関係でございますけれども、本文の中では訂正されまして、会長と委員そ

れぞれ７，０００円となっております。これでよかったと思うんですけれども、一番最後のページの

新旧対照表でございますけれども、改正後のところでございますけれども、協議会に日額７，０００

円というふうに書かれております。ここも同じように代表の方、それから委員とそれぞれ金額が同じ

だから会としてっていうんじゃなくて、代表それから委員の方にそれぞれ日額幾らというふうになる

と思いますので、これでよろしいのかどうかお伺いします。 

○議長（小菅秋雄君） むらづくり振興課長。 

              〔むらづくり振興課長 小菅喜仁君発言〕 

○むらづくり振興課長（小菅喜仁君） 私の手元にあるのは新旧対照表の空家対策協議会委員と変更

されて差し替えを差し上げたはずなんですが、そういうふうに皆様はなっておりませんでしょうか。 

○議長（小菅秋雄君） 宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） ご説明ありがとうございました。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 これより議案第１０号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩を取ります。 

   午前 ９時４６分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   午前１０時０５分再開 

○議長（小菅秋雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第１１号 川場村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１１、議案第１１号 川場村小口資金融資促進条例の一部を改正する

条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１１号 川場村小口資金融資促進条

例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 小口資金を含む県制度融資に係る返済負担軽減の特別措置につきましては、令和８年３月末で廃止

となる予定でありますが、廃止後も売上げ減少等の要件を満たす場合の借換え制度を継続して実施を

していくために改正するものであります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１１号 川場村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例についての件を採決い

たします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 
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              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第１２号 川場村子育て支援金支給条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１２、議案第１２号 川場村子育て支援金支給条例の一部を改正する

条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１２号 川場村子育て支援金支給条

例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 川場村では、子育て支援対策として出生時及び小・中学校の入学学齢に達したときに支援金の支給

を行っております。今回の改正は、第４子及び第５子に係る支援の在り方を見直すものでございます。 

 多子世帯における子育ては、日常生活における支出も長期にわたり重なり、家計への影響もより大

きなものとなります。このような状況を踏まえ、出生時の支給が重点的となっている支給額を、小学

校入学の学齢に達したときと中学校入学の学齢に達したときに振り分けて支給をする仕組みへと見直

したいため、川場村子育て支援金支給条例の一部改正を提案するものであります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１２号 川場村子育て支援金支給条例の一部を改正する条例についての件を採決い

たします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第１３号 川場村武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ 

              いて 



－17－ 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１３、議案第１３号 川場村武道館の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１３号 川場村武道館の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 川場村武道館の「ゲートボール場」を「室内運動場」に名称を変更するため提案するものでありま

す。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１３号 川場村武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

の件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 議案第１４号 川場村武道館の指定管理者の指定について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１４、議案第１４号 川場村武道館の指定管理者の指定についての件

を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１４号 川場村武道館の指定管理者

の指定について、提案説明を申し上げます。 

 この指定は、「川場村公の施設に関する指定管理者の指定の手続等に関する条例」第５条の規定に

基づき、公募によらずに候補者の選定を行うものであります。 

 今回は、本年１月２１日に開催された川場村指定管理者選定委員会において、ＮＰＯ法人川場村ス
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ポーツクラブが指定管理者として選定をされました。 

 川場村武道館周辺の施設を一体的に管理することで、利用者の利便性の向上と予約管理、利用料の

収納業務等、効率化が図られるものと期待をしているところであります。 

 なお、指定期間につきましては令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までの２年間といたし

ます。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定いただきますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１４号 川場村武道館の指定管理者の指定についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 議案第１５号 令和７年度川場村一般会計補正予算（第６号）について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１５、議案第１５号 令和７年度川場村一般会計補正予算（第６号）

についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１５号 令和７年度川場村一般会計

補正予算（第６号）について、提案説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８，２８８万４，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１億８，７６９万９，０００円とするものであり

ます。 

 歳入は、村税３，４１５万９，０００円、地方譲与税１，１７６万円、利子割交付金３９万９，０

００円、配当割交付金１５０万円、株式等譲渡所得割交付金２２０万円、法人税交付金５３７万４，

０００円、地方消費税交付金２，０００万円、環境性能割交付金３００万円、地方交付税９７１万円、

国庫支出金１，４７５万９，０００円、財産収入１５６万２，０００円、諸収入１１２万４，０００

円を追加し、使用料及び手数料８５万１，０００円、県支出金１，８５４万４，０００円、寄附金４，
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１０６万１，０００円、繰入金１億２，５０８万２，０００円、村債２９０万円を減額計上いたしま

した。 

 次に、歳出でありますが、歳出全般において職員給料及び職員手当など不用になった予算の更正減

を行いました。また、事業費の確定に伴う減額も行っております。 

 主なものとしては、第２款総務費は５，３１９万９，０００円を減額計上いたしました。財産管理

費の基金積立金１，８７４万５，０００円を減額、企画費のふるさと納税特典経費等３，５４４万９，

０００円の減額、村活性化推進費の地域未来交付金事業費２，５８６万７，０００円の増額などであ

ります。 

 第３款民生費は３１１万６，０００円を減額計上いたしました。国民健康保険事業特別会計繰出金

２５６万５，０００円、後期高齢者医療特別会計繰出金４４２万３，０００円、福祉医療費６７３万

１，０００円、身体障害者福祉費７１０万４，０００円、子育て支援金４１５万円の減額などであり

ます。保育所費の子どものための教育・保育給付費負担金は２，０１２万円の増額などであります。 

 第４款衛生費は１，３５０万３，０００円を減額計上いたしました。保健衛生総務費の水道事業会

計繰出金１０７万９，０００円の増額、予防費の予防接種委託料３７０万円の減額、母子保健費３２

０万円の減額、健康増進費３２７万３，０００円の減額などであります。 

 第６款農林水産業費は２，３９６万９，０００円を減額計上いたしました。土地改良総合整備事業

費は３３７万３，０００円の減額、林業振興費は１，６９６万１，０００円の減額などであります。 

 第７款商工費は１８１万３，０００円を減額計上いたしました。商工総務費の物価高騰対応重点支

援事業商品券交付事業委託料７５万４，０００円の減額などであります。 

 第８款土木費は５７１万１，０００円を増額計上いたしました。土木管理費は５３８万１，０００

円の減額、道路維持費の村道除雪作業委託料１，０５０万円、下水道事業会計繰出金１５３万９，０

００円の追加であります。 

 第９款消防費は１万７，０００円を増額計上いたしました。 

 第１０款教育費は１，９２３万８，０００円を減額計上いたしました。国際交流事業は１３８万９，

０００円の減額、教育振興費は１５６万円の減額、社会教育総務費は１３５万７，０００円の減額、

文化会館費１５５万７，０００円の減額、埋蔵文化財調査費は３８９万６，０００円の減額、保健体

育総務費は３８６万１，０００円の減額などであります。 

 第１１款災害復旧費は３７万１，０００円を減額計上いたしました。 

 第１２款公債費は２，９９６万８，０００円を増額計上いたしました。繰上償還のため、元金償還

金３，６０４万９，０００円を増額し、利子償還金について精査した結果５６４万３，０００円の減

額であります。 

 以上、概要を説明申し上げましたが、詳細につきましては担当課長より説明を申し上げます。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定いただきますようお願い申し上げ、提案説明といたしま
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す。 

○議長（小菅秋雄君） ここで、担当課長の細部説明を求めます。総務課長。 

              〔総務課長 小林 巧君発言〕 

○総務課長（小林 巧君） それでは、令和７年度川場村一般会計補正予算（第６号）の細部説明を

いたします。 

 令和７年度川場村一般会計補正予算（第６号）では、歳入歳出それぞれ８，２８８万４，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１億８，７６９万９，０００円とするものです。 

 第２条翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第２表繰越明許費」による。 

 第３条地方債の追加及び変更は「第３表地方債補正」による。 

 ６ページをご覧ください。 

 第２表繰越明許費になります。款、項、事業名、金額の順に申し上げます。 

 ２款総務費１項総務管理費、地域未来交付金事業、旧デジタル田園都市国家構想交付金でございま

すけれども２，５８６万７，０００円。３項の戸籍住民基本台帳費、戸籍附票システム改修事業１８

４万８，０００円。６款農林水産業費２項林業費、林業作業道総合整備事業補助金５２２万円、計３，

２９３万５，０００円が翌年度へ繰り越される事業でございます。 

 ７ページをご覧ください。 

 第３表地方債補正になります。 

 １追加。起債の目的でございますけれども、防災対策事業債でございます。限度額が４９０万円。 

 その下に変更とありますけれども、下の緊急防災・減災事業債につきまして、群馬県防災情報通信

ネットワークシステム衛星回線整備事業の負担金とＪアラートでございます。追加になりましたのが

Ｊアラートにつきまして県と協議をした結果、２つの事業債で対応する事業となりました。というこ

とで、Ｊアラートつきましては２つの起債で対応することになりました。 

 下の変更でございますけれども、緊急自然災害防止対策事業債、この４００万円でございますけれ

ども、補正額が右側にございますけれども、緊急防災・減災事業債につきましては、限度額で２，１

５０万円、緊急自然災害防止対策事業債２８０万円、いずれも事業費の確定による減額でございます。 

 また、利率につきましても３．０％から５．０％へ変更をさせていただきました。 

 ８ページをご覧ください。 

 歳入歳出予算事項別明細になります。 

 歳入でございます。補正前の歳入合計は３２億７，０５８万３，０００円で、各款の補正額はご覧

のとおりでありまして、補正額の合計はマイナスの８，２８８万４，０００円でございます。歳入合

計を３１億８，７６９万９，０００円とするものでございます。 

 ９ページをご覧ください。 

 歳出でございます。補正前の歳出合計は３２億７，０５８万３，０００円で、各款の補正額はご覧
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のとおりで、補正額の合計はマイナスの８，２８８万４，０００円で、歳出合計は３１億８，７６９

万９，０００円とするものでございます。 

 補正予算額の財源内訳でございますが、国県支出金マイナスの３７８万５，０００円、地方債につ

きましてはマイナスの２９０万円、その他でございますけれども、マイナスの８，６１９万８，００

０円、一般財源が９９９万９，０００円となります。 

 １０ページをご覧ください。 

 歳入の細部説明になります。 

 １款村税でございますが、各項において調定の実績に合わせまして補正をさせていただきました。 

 １１ページをご覧ください。 

 ２款２項１目自動車重量譲与税１節自動車重量譲与税でございます。これにつきましても前年度と

本年度の見込額を追加いたしまして、補正をさせていただきまして９００万円でございます。 

 １２ページをご覧ください。 

 ７款１項１目地方消費税交付金１節地方消費税交付金。これにつきましても前年度と本年度の見込

みを推計いたしまして補正をさせていただきました。２，０００万円でございます。 

 １３ページをご覧ください。 

 ８款１項１目環境性能割交付金１節環境性能割交付金でございます。これにつきましては、自動車

を取得した場合に都道府県から課税されまして、都道府県から納付された金額の１００分の９５のう

ち市町村に１００分の４３が交付されます。その交付され方なんですが、道路延長と道路面積によっ

て案分されて交付されることになっております。環境性能割交付金でございますけれども３００万円

でございます。これにつきましても、また前年度と本年度の見込みを推計しまして補正をさせていた

だいております。 

 １０款１項１目地方交付税１節地方交付税でございます。９７１万円でございます。 

 １４ページをご覧ください。 

 １４款１項１目民生費国庫負担金１節保育所措置費負担金、子どものための教育・保育給付交付金

９００万円でございます。 

 １５ページをご覧ください。 

 １４款２項１目総務費国庫補助金１節総務費補助金、地域未来交付金でございます。旧デジタル田

園都市国家構想交付金の代わりの交付金になります。１，２９３万３，０００円でございます。 

 １６ページをご覧ください。 

 １５款１項１目民生費県負担金１節保育所措置費、子どもための教育・保育給付費負担金３００万

円でございます。 

 １８ページをご覧ください。 

 １５款２項４目農林水産業費県補助金２節林業費補助金、ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業補
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助金でございます。事業の実施から１０年を経過しないと事業を新しく行えないため、該当箇所が減

少したことによります１，１３１万３，０００円の減額でございます。 

 １９ページをご覧ください。 

 １６款１項１目財産貸付収入１節土地建物貸付収入、土地建物等貸付収入でございますけれども、

実績を推計いたしまして１５５万円でございます。 

 １７款１項２目総務費寄附金１節ふるさと寄附金、ふるさと寄附金ですが、２億円から１億６，０

００万円へ減額をいたしました。４，０００万円の減額でございます。 

 １８款１項１目財政調整基金１節財政調整基金、財政調整基金につきましては８，２００万円の減

額でございます。ほたかの里基金繰入金、１節ほたかの里基金繰入金でございますけれども、寄附金

額が減額したため３，６２６万２，０００円の減額でございます。 

 ２２ページをご覧ください。 

 歳出の細部説明になります。まず、各項目におきまして確定した額の調整を行いまして、不用とな

った予算、予算項目を更正減となっております。また、職員給料、職員手当についても更正減になっ

ております。 

 ２５ページをご覧ください。 

 ２款１項３目財産管理費２４節積立金でございます。減債基金積立金でございますが５１８万６，

０００円でございます。国からの通知によりまして積立てをいたします。 

 ２６ページをご覧ください。 

 その他の基金積立金でございます。ふるさと納税が２億円から１億６，０００万円となりまして、

ほたかの里基金の積立金を４，０００万円の減額と、企業版ふるさと納税の基金９５０万円、森林環

境譲与税の基金を６５０万円減額いたしまして２，３９３万１，０００円の減額でございます。 

 ２款１項４目企画費でございます。ふるさと納税の特典経費等の減額によりまして３，５４４万９，

０００円の減額となっております。 

 ２８ページをご覧ください。 

 ２款１項７目村活性化推進費でございます。１２節の委託料、地域未来交付金事業委託料で２，０

８６万７，０００円でございます。また、その下にあります１８節負担金補助及び交付金でございま

す。地域未来交付金事業の負担金が５００万円でございます。これにつきましても先ほど歳入で申し

上げましたが、旧デジタル田園都市国家構想交付金の名称変更でございます。 

 ３４ページをご覧ください。 

 ３款１項１目社会福祉総務費でございます。２７節繰出金、国民健康保険事業特別会計繰出金２５

６万５，０００円の減額でございます。 

 ３５ページをご覧いただければと思います。 

 ３款１項１目老人福祉費でございます。１２節の委託料、川場村社会福祉協議会の委託料でござい
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ますけれども、ここではデイサービスセンターの全身浴の機器が老朽化をいたしまして、社会福祉協

議会により競輪オートレースの補助金を申請しておったんですけれども、めどが立たないため、今回

全身浴の機器の更新の委託料をここで上げさせていただきました。６３８万４，０００円でございま

す。 

 ３６ページをご覧ください。 

 続きなんですが、２７節繰出金で後期高齢者医療特別会計繰出金４４２万３，０００円の減額でご

ざいます。介護保険事業特別会計繰出金２５万１，０００円でございます。 

 ３９ページをご覧ください。 

 ３款２項２目保育所費でございます。１８節負担金補助及び交付金でございます。子どものための

教育・保育給付費負担金でございます。２，０１２万円でございます。 

 ４０ページをご覧ください。 

 ４款１項１目健康衛生総務費でございます。２７節繰出金、水道事業会計の繰出金が１０７万９，

０００円でございます。 

 ４６ページをご覧ください。 

 ６款２項２目林業振興費１２節委託料でございます。森林整備事業委託料４７０万円の減額、竹林

整備事業委託料６００万円の減額となっております。 

 ４７ページをご覧ください。 

 続きまして、森林資源活用コンサルタント委託料４５１万円の減額でございます。 

 ４９ページをご覧ください。 

 ８款２項１目道路維持費１２節委託料、村道除雪作業委託料でございます。１２月から氷点下の日

が続きまして、塩化カルシウムの散布と降雪によります出動が増加したための増加になります。１，

０５０万円でございます。 

 ５０ページをご覧ください。 

 ８款４項１目公共下水道事業２７節繰出金、下水道事業会計繰出金で１５３万９，０００円でござ

います。 

 ５９ページをご覧ください。 

 １０款４項５目埋蔵文化財調査費でございます。１８節負担金補助及び交付金でございます。生品

前原遺跡発掘調査費補助金でございます。これにつきましては、建物工事が令和９年度に延期された

ため、３００万円の減額でございます。 

 ６２ページをご覧ください。 

 １２款１項１目元金でございます。２２節償還金利子及び割引料、元金償還金、これ繰上償還をさ

せていただきます。３，６０４万９，０００円でございます。 

 ２目利子２２節償還金利子及び割引料でございますが、利子償還金、これは繰上償還するんですけ
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れども、利子の精査をさせていただきまして５６４万３，０００円の減額でございます。 

 以上で細部説明を終わります。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明及び細部説明を終わります。 

 これから質疑を行います。本案は、歳入歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言

って質疑をしてください。質疑はありませんか。４番角田議員。 

              〔４番 角田文雄君発言〕 

○４番（角田文雄君） １３ページの歳入です。 

 ８款１項の１の環境性能割交付金。これは先ほど総務課長のほうから細部説明がありましたけれど

も、この原資となる市町村への配分基準とされている元ですか、道路の延長、それとの道路の面積、

これが一番基本となると思いますので、これを教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（小菅秋雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 小林 巧君発言〕 

○総務課長（小林 巧君） 角田議員の質問にお答えいたします。 

 自動車税交付金算定資料の報告によりますと、道路の延長につきましては１４万９，２７０メート

ルでございます。道路の面積につきましては７９万５５７平米でございます。 

 以上でございます。 

○議長（小菅秋雄君） ４番角田議員。 

              〔４番 角田文雄君発言〕 

○４番（角田文雄君） 分かりました。ありがとうございました。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑はございませんか。６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） ６ページの繰越明許費について伺いたいんですけれども、総務費の１の地域

未来交付金事業につきましては全協のときにご説明いただいたんですけれども、３項の戸籍住民基本

台帳費と、それから６款農林水産業費の２項林業費の林業作業道総合整備事業補助金、これを繰り越

す理由を説明いただけますか。 

○議長（小菅秋雄君） 住民課長。 

              〔住民課長 安藤秀昭君発言〕 

○住民課長（安藤秀昭君） それでは、６ページの２款総務費３項戸籍住民基本台帳費でございます

が、事業名、戸籍附票システム改修事業で１８４万８，０００円の繰越し内容でございます。こちら

につきましては、国庫事業であり国の令和７年度補正案として計上されたことから、市町村において

令和７年度予算を計上を求められたところなんですが、実際のところベンダーの対応が困難なことか

ら繰り越すということになりました。 

 以上です。 
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○議長（小菅秋雄君） むらづくり振興課長。 

              〔むらづくり振興課長 小菅喜仁君発言〕 

○むらづくり振興課長（小菅喜仁君） 続きまして、林業作業道総合整備事業補助金でございますが、

別所地区で林道の作業道を開ける事業でございます。繰越しになる理由でございますが、山林所有者

間における境界の確定、また、立会いの日程調整が難航いたしました。所有者の承諾を得るまでに３

か月ほどの不測の日数を要したためでございます。 

 以上でございます。 

○議長（小菅秋雄君） ６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） ありがとうございました。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑はございませんか。２番千木良議員。 

              〔２番 千木良澄夫君発言〕 

○２番（千木良澄夫君） ６１ページをお願いします。 

 教育費の保健体育総務費、使用料及び賃借料の川場村第１体育館ＬＥＤ照明リース代７７万１，０

００円の減額。それと、川場村武道館ＬＥＤ照明リース４２万９，０００円の減額ということでござ

いますが、これについての説明をお願いします。 

○議長（小菅秋雄君） 教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 横坂 徹君発言〕 

○教育委員会事務局長（横坂 徹君） お答えをさせていただきます。 

 まず、川場村第１体育館のＬＥＤ照明リース代及び武道館のＬＥＤ照明リース代につきましては、

ＬＥＤ照明の部材の取得に困難を来しておりまして、３月中に工事を今現在予定しております。ただ

し、今月の工事を行ったことによって、リース代が発生するのが４月以降になってしまいますので、

今年度分について３月着工ですので４月新年度のリース代になってしまうため、今年度分のリース代

を減額をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（小菅秋雄君） ２番千木良議員。 

              〔２番 千木良澄夫君発言〕 

○２番（千木良澄夫君） ９月の補正で第１体育館を部活動の使用時に暗いというような話で補正を

取ったいきさつがありますが、今になって今年度はできなかったということ、それと、武道館のＬＥ

Ｄにつきましても現在の蛍光灯が暗いと、消費電力を下げるために先行投資を行うと、このような説

明でございましたので、逆に第１体育館は何でこんなに遅くなってしまったんでしょうか。 

○議長（小菅秋雄君） 教育委員会事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 横坂 徹君発言〕 
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○教育委員会事務局長（横坂 徹君） ９月補正に提示をさせていただいて承認をいただきまして、

すぐに注文書は発注しているんですが、工場のほうでＬＥＤがまだ自社開発なので、再三お願いはし

ているんですけれども、着工の連絡がまだ入ってきておりません。連絡は取っているんですが、ＬＥ

Ｄの部材が足りないそうなので、非常にちょっとうちも困惑している状況でございます。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ２番千木良議員。 

              〔２番 千木良澄夫君発言〕 

○２番（千木良澄夫君） 工事を進めているというような今お話ですが、予算の裏づけがないのに行

ってしまうということですか。４月からやるという話ではないんですか。工事なり事業としてこのリ

ースのための事業は４月１日から執行するということではなくて、３月に始めるということでよろし

いんですか。 

○議長（小菅秋雄君） 教育事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 横坂 徹君発言〕 

○教育委員会事務局長（横坂 徹君） リース事業ですので、翌月から請求が発生するということは

確認してございます。９月議会で承認されたこともありまして、発注と注文書はもうしてあるので、

今年度の事業として執行はしたいと思っております。ただし、請求については令和８年４月以降に来

てしまいますので、今年度の請求がないということで減額をさせていただいたということになってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（小菅秋雄君） ２番千木良議員。 

              〔２番 千木良澄夫君発言〕 

○２番（千木良澄夫君） 早めの執行をお願いできればと思います。分かりました。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑はございませんか。５番津久井議員。 

              〔５番 津久井俊雄君発言〕 

○５番（津久井俊雄君） ２８ページ、総務費の総務管理費、地域づくり事業費が目なんですが、１

８節で負担金補助及び交付金のうちその他補助金、地域おこし協力隊起業支援補助金減額で１００万

円。それから、地域おこし協力隊の定住支援補助金、これ２００万円減額補正してございますけれど

も、いま一つ地域協力隊の活動の内容は、私勉強不足でよく分からないんですけれども、こうした３

００万円からの減額を３月になって削るということは、目的とした事業がかなわなかったというふう

に解釈しますが、内容について教えてください。 

 また、地域協力隊の隊員が今何人活動しているかということも教えていただきたいと思います。 

 お願いします。 

○議長（小菅秋雄君） むらづくり振興課長。 
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              〔むらづくり振興課長 小菅喜仁君発言〕 

○むらづくり振興課長（小菅喜仁君） お答えいたします。 

 まず、地域おこし協力隊は、今２名おります。 

 そして、起業支援補助金ですが１００万円の減額をしております。１名は新しく起業をするという

ようなことで１００万円の補助を申請してまいりましたが、もう１人は地元に住んで、自分で起業し

ないで地元の企業会社にというか、観光協会なんですが、そちらのほうに勤めるということで新しい

起業の支援は１人分なくなったということでございます。 

 それから、次、協力隊の定住支援の補助金でございますが、２名おりますので１人１００万円とい

うことで、定住支援した場合には１００万円出ますので予算化をしておりましたが、２人とも定住の

ための住宅を購入したりというようなことがございませんでしたので、この２００万円は減額という

ことでございます。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ５番津久井議員。 

              〔５番 津久井俊雄君発言〕 

○５番（津久井俊雄君） 説明ありがとうございました。 

 理解はできましたんですけれども、ちょっと一つ私の考えたことをちょっと聞いていただきたいと

思いますが、よろしくお願いいたします。 

 地域協力隊も起業興しということで村づくりに協力しているわけでございますけれども、実は名前

を言って申し訳ないんですけれども、フジタヨウカンさんがもう廃業されて何年かたちます。非常に

昔からの川場の持参のお土産として流通していたわけですけれども、お年で辞められたということで

…… 

○議長（小菅秋雄君） 津久井議員、ちょっといいですか。予算に関係ないんで、その話は。 

              〔５番 津久井俊雄君発言〕 

○５番（津久井俊雄君） 分かりました。 

 それでは、説明いただきましたので了解しました。是非今後も途中で辞めることなく進めてもらい

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑はございませんか。角田議員。 

              〔４番 角田文雄君発言〕 

○４番（角田文雄君） ３５ページの社会福祉費の老人福祉費の中の１２節委託料、川場村社会福祉

事業委託料６３８万４，０００円。これは具体的に何を委託するのか教えてください。 

○議長（小菅秋雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 小林 巧君発言〕 
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○総務課長（小林 巧君） 角田議員の質問にお答えいたします。 

 先ほどデイサービスセンターで全身入浴の機器が古くなりまして交換をするためという話をさせて

いただきました。 

 以上でございます。 

○議長（小菅秋雄君） 角田議員。 

              〔４番 角田文雄君発言〕 

○４番（角田文雄君） もう一度言ってくれますか。今の話をもう一度。 

○議長（小菅秋雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 小林 巧君発言〕 

○総務課長（小林 巧君） すみません。早口で申し訳ありませんでした。 

 デイサービスセンターの全身浴機器がございます。その機器が老朽化をしておりまして、その更新

のために全身浴の機器の更新の委託料ということでここに計上させていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（小菅秋雄君） 角田議員。 

              〔４番 角田文雄君発言〕 

○４番（角田文雄君） 社会福祉事業委託料、これが全体の関係の委託料という解釈ですか。６３８

万４，０００円。 

○議長（小菅秋雄君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 布施伸一郎君発言〕 

○健康福祉課長（布施伸一郎君） 社会福祉協議会の委託事業として、この全身機械浴の特殊浴場を

購入する予算を計上した理由なんですけれども、当初より公益財団法人ＪＫＡということで、競輪…

…（「オートレース」の声あり）オートレースのやっているところなんですけれども、公益財団法人

の補助金を要望しておりまして、こちらを使って購入をする計画を立てておりました。 

 ただ、その補助金については、１回目については採択できなかったと。今２回目の要望をしておる

最中でございますけれども、これが３月中まだ３日の状況で回答が出ていないという状況でございま

す。そこで業者のほうに確認したところ、年度内の納入も可能であるということですので補正をさせ

ていただいて、委託事業で購入をしていきたいとそのように思っております。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） 角田議員。 

              〔４番 角田文雄君発言〕 

○４番（角田文雄君） 分かりました。 

 私も社協のほうの監事をやっていますんで今聞いたわけですけれども。ありがとうございました。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑はございませんか。２番千木良議員。 
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              〔２番 千木良澄夫君発言〕 

○２番（千木良澄夫君） ４９ページをお願いいたします。 

 土木管理費の中の１８の負担金補助及び交付金、急傾斜地崩壊対策事業負担金３７万円の事業の内

容についてご説明をお願いします。 

○議長（小菅秋雄君） 田園整備課長。 

              〔田園整備課長 石田信幸君発言〕 

○田園整備課長（石田信幸君） 回答させていただきます。 

 太郎地区になるんですけれども、太郎地区の急傾斜地の崩落対策事業ということで、群馬県のほう

で事業をやっていまして、群馬県の事業費が３７０万円で、１割が村の負担金ということで３７万円

の計上となっております。 

 以上でございます。 

○議長（小菅秋雄君） ２番千木良議員。 

              〔２番 千木良澄夫君発言〕 

○２番（千木良澄夫君） 分かりました。ありがとうございます。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑はございませんか。１番桒原議員。 

              〔１番 桒原達也君発言〕 

○１番（桒原達也君） １９ページの１７款の寄附金のふるさと寄附金４，０００万円の減ですけれ

ども、大幅にこれ減少しています。その要因といいましょうか、原因は何でしょうか。 

○議長（小菅秋雄君） むらづくり振興課長。 

              〔むらづくり振興課長 小菅喜仁君発言〕 

○むらづくり振興課長（小菅喜仁君） お答えします。 

 まず、去年からの実績でございますが、昨年度は１億６，５００万円の実績がございました。そし

て、今年は２億円ということで村長からも目標をいただきましたし、前回議会でも少し予算、歳出の

部分が足りなくなったということで、２億円を取らせていただきました。今年も１億６，０００万円

ぐらいの去年と同水準に着地する予定の予測でございます。 

 理由でございますが、９月に全国的なポイント制度が廃止ということになりまして、９月の駆け込

みの需要はあったんですが、１０月以降の寄附が昨年よりも昨年同８割か７割ぐらいになってござい

ます。それは全国的に同じだと思います。 

 それから、２つ目の原因として、日用品が現在の物価高で日用品のふるさと納税としての申込みと

いうのは増加傾向にあるんですが、趣向品ですとか高価なものとか、そういったようなものは減少傾

向ということで分析をしております。川場村の主力でございます川場ビールでございますが、どちら

かというとアサヒスーパードライとかそういったビールのほうが日用品として今出ているという、全

国的に出ているというような傾向にありまして、川場村のビールは趣向品というような捉え方となっ
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ているのか、主力のビールは随分減少になりました。そんなところが減少の原因でございますが、私

どももビールが今まで主力でございましたので、ビールの広告を随分楽天とかに出していただいたん

ですが、これがすいませんが、ちょっと不発になってしまいました。 

 それから、よかった要因としてはポータルサイトを増やすことが増加するような要因となりますの

で、ポータルサイトを増やしたところ、ポータルサイトが５００円万ほど増えたというところでその

穴埋めになったというところでございますが、原因としてはそんなところを分析してございます。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑はございませんか。１番桒原議員。 

              〔１番 桒原達也君発言〕 

○１番（桒原達也君） 返礼品が大分目的の方が多いようですけれども、本来のふるさと納税という

のは、その地域、その村のよいところ、保存していただきたいところ、いろいろありますけれども、

川場村にぜひ川場村をよくするために使ってくださいというお金だと思うんですけれども、村長のほ

うも多方面において川場の行政施策等のＰＲも不十分かと思いますので、もっと村長にトップセール

スをしていただいて、増えるようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 今、桒原議員からお話がありますが、不十分ということは一生懸命努力を

しているわけでありますが、なかなか制度の改革によって、全国４７都道府県やはりばらつきもあっ

たり、ほとんどが先ほど課長が言ったように、個人のふるさと納税については返礼品目的ということ

でありまして、今後については日用品に傾向が移ったということでありまして、先月においてもふる

さと納税高額の方を川場村に来ていただいて表彰状、また、感謝の式を昨年から始めたところであり

まして、継続した川場村の支援等もお願いをしているところでありますが、ぜひとも議員の皆さんに

おいても、やはり村長と同様に皆さんにもご協力をいただいて、ぜひともこういったことが増えるよ

うにご協力もお願いをしたいということでありまして、また、議員の皆さんも他県、他市町村にふる

さと納税等をあまりしないように、村のほうに税金が減額ならないように、その辺もお願いをしたい

ところであります。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） １番桒原議員。 

              〔１番 桒原達也君発言〕 

○１番（桒原達也君） 私も議員として川場村にふるさと納税をするよう、議員としてほかの方々に

ふるさと納税をするようＰＲしていきたいと思います。 

 以上です。 
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○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑はございませんか。５番津久井議員。 

              〔５番 津久井俊雄君発言〕 

○５番（津久井俊雄君） ４６ページと４７ページですが、目が林業振興費の節で１２の委託料、そ

の他委託料の中に、森林整備事業委託料減額で４７０万円、それから竹林の委託料が６００万円、そ

れから４７ページのほうに行きまして、森林資源利活用コンサルタント委託料減額で４５１万円。こ

の内容について、減額の内容について教えてください。 

○議長（小菅秋雄君） むらづくり振興課長。 

              〔むらづくり振興課長 小菅喜仁君発言〕 

○むらづくり振興課長（小菅喜仁君） お答えいたします。 

 まず、森林整備と竹林整備、緑の県民基金事業でございますが、こちらのほうですが、村として要

望をまず住民から要望を取って、要望から事業をしております。先ほど総務課長からの説明があった

かもしれませんが、この竹林森林整備事業、一度やったところは１０年間できないというような縛り

もございます。そういったところから、住民からの要望が少なくなっているところもまず一つの要因

です。それから１０年の縛りがありますので、もう一度やりたいところがやれないというのがござい

ます。以上の２点が大きい理由でございます。 

 それからその次が、森林コンサルタントを利活用委託料でございます。 

 これはヒューリック、アドバンスからの企業版ふるさと納税を原資として進めているものでござい

ます。今年から始めた事業でございます。ですので、まず初年度のスタートが遅れてできなかったと

いうようなところがございます。コンサルタント委託料というところで、推進基本計画１０年間の計

画書などを作ったのが実績でございます。 

 できなかったところは、川場産材利用木材の利活用の今後の方針計画ですとか、Ｊ－クレジットに

関するものの今後の方針というようなコンサルタント委託料、この部分ができませんでしたので、４

５０万円の減額とさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ５番津久井議員。 

              〔５番 津久井俊雄君発言〕 

○５番（津久井俊雄君） 森林整備事業につきましては、竹林の整備と違って村民の間に要望ありま

せんがというようなコメントはないように思います。ぜひ森林整備についてもたくさん間伐をしたい

ところはあるので、そういった個人あるいは法人宛てに問合せをいただきたいと思います。 

 それから、森林資源利活用コンサルタントの委託料につきましては、ご説明のとおり理解できまし

たので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑はございませんか。６番宮内議員。 
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              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） ２点ほどお伺いします。 

 まず、１点目でございますけれども、１３ページの１３款使用料及び手数料の１項使用料１目総務

使用料の村有住宅使用料の減額となった理由をお伺いします。 

○議長（小菅秋雄君） むらづくり振興課長。 

              〔むらづくり振興課長 小菅喜仁君発言〕 

○むらづくり振興課長（小菅喜仁君） 村有住宅というところで、桜川、薄根Ａ、Ｂ、岩田というこ

とで、４戸ほどございます。予算としてはこの４戸全て１２か月間埋まったような形で予算は計上さ

せていただいております。今２つのアパートが空いているような形になっておりますので、その分の

減額ということでさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） ありがとうございました。 

 次に、もう１点ですけれども、先ほど角田議員が質問したところに重複するんですけれども、３５

ページ、１款民生費１項社会福祉費３目老人福祉費、１２委託料の全身浴の機械の購入という、この

委託ですけれども、デイサービスセンター施設は村有施設だと思うんですね。これを委託でやるとい

うそのものの考え方、契約の内容なんですけれども、簡単に言いますとマイナス１２万９，０００円

になっている一つ上の装置の管理委託料っていうんで、その装置を管理するのは委託で契約がいいと

思うんです。機械を購入することを委託するのか。本来であれば村の施設であるから、村が工事費な

りそれから機器購入費、備品購入ですね、これでやって管理を委託するというそういうやり方になる

と思うんですけれども、社会福祉協議会に事業として委託するのが、内容がどういうものなのかが分

かりませんので、その辺のご説明をいただきたいと思います。 

○議長（小菅秋雄君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 布施伸一郎君発言〕 

○健康福祉課長（布施伸一郎君） こちらについては、公益財団法人からの補助金を頂いて購入をし

たいというのが当初の計画でしたので、この補助金の申請が社会福祉協議会でなければできないとい

うことで当初より計画していたものでした。そのため、この社会福祉事業の委託料に含めたものでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） 当初の説明はそういう事業でという話ですけれども、それでは購入できない
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ので、要するに直接的に機械器具メーカーっていうんですか、そこから購入して入れるということで

すよね。そういう説明でしたよね。機械器具の購入費というのは、社会福祉協議会の会計の中で購入

費というのは充てられると。この委託というのは、その購入も含めてこの後の機械の器具の管理も含

めてそれを全て委託するという、そういう経緯で委託契約をこれからされるということで、その理解

でよろしいですか。 

○議長（小菅秋雄君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 布施伸一郎君発言〕 

○健康福祉課長（布施伸一郎君） こちらについては、購入の委託をこれから契約したいと考えてお

るところです。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） 再度伺います。すみません。 

 購入することを委託するんであって、その後の機械の、要するに管理運営の内容については委託は

されないんですか。 

○議長（小菅秋雄君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 布施伸一郎君発言〕 

○健康福祉課長（布施伸一郎君） こちら特殊浴槽になっておりますので、使用管理、そちらにつき

ましても委託が必要になると、そういう認識でおります。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） しつこくすみません。 

 要するに、この所有権の問題だと思うんですけれども、購入をすることも委託、それから管理も委

託、全て要するに丸投げなんですけれども、この所有権はどちらにあるんでしょうか。要するに、備

品としての管理、簡単に言うと備品代はどちらにのるんですか。村にのるのでしょうか、それとも社

会福祉協議会になるんでしょうか。 

○議長（小菅秋雄君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 布施伸一郎君発言〕 

○健康福祉課長（布施伸一郎君） 村にあるようにしたいと思います。 

○議長（小菅秋雄君） ６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） 村にあるんだったら、村が買って設置をして、要するに維持管理を委託する
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というのが筋ですよね。最初の事業はそうだからといって丸投げで、それを委託の費目で上げてくる

ということ自体が、本来私は会計上無理があると思うんですよ。その辺について、担当課長のご意見

を伺います。 

○議長（小菅秋雄君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 布施伸一郎君発言〕 

○健康福祉課長（布施伸一郎君） こちら補助金のほうを要望中ということになっております。今現

在。その回答が出ていないということで、急遽補助金を待たずに購入するという方法に変更させてい

ただいたためでございます。 

○議長（小菅秋雄君） ６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） ありがとうございました。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑はございませんか。５番津久井議員。 

              〔５番 津久井俊雄君発言〕 

○５番（津久井俊雄君） ４８ページ、土木費、土木管理費の委託料。その他委託料の中に、道路未

登記分登記委託料減額で１００万円計上してございますけれども、これは道路を恐らく拡張したか、

何らかの形で住民から譲っていただいた分だと思います。これを１００万円計上して登記が未登記に

なったわけですから、これは固定資産税も影響してくるわけですね。財産権として、当然これは事業

実施の段階で、その年度に登記をするべきものだと私は思いますが、こうしたものについて、担当課

長どういうふうに考えているか教えてください。 

○議長（小菅秋雄君） 田園整備課長。 

              〔田園整備課長 石田信幸君発言〕 

○田園整備課長（石田信幸君） この事業でございますが、新たにやる事業という認識よりも、過去

のものを登記されていなかったりだとか、例えば道路のところが村民の所有になっていただとか、そ

ういうのを洗い出してやる事業でございまして、実質この事業をできなかったと、しなかったという

ことでございます。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ５番津久井議員。 

              〔５番 津久井俊雄君発言〕 

○５番（津久井俊雄君） 過去のだとすると、何年になるか分かりませんけれども、道路として寄附

した、売買したというふうに考えておりまして、その数年間はずっと登記しない限りはその個人が固

定資産税を納めていたんじゃないかと思いますが、いかがですか。 

○議長（小菅秋雄君） 田園整備課長。 

              〔田園整備課長 石田信幸君発言〕 
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○田園整備課長（石田信幸君） そういったこともあろうかと思います。今後事業を実施してまいり

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ５番津久井議員。 

              〔５番 津久井俊雄君発言〕 

○５番（津久井俊雄君） 個人の財産権でございますので、分けたところでそういった処理を速やか

にしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑はございませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１５号 令和７年度川場村一般会計補正予算（第６号）についての件を採決いたし

ます。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手多数でございます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 議案第１６号 令和７年度川場村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につ 

              いて 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１６、議案第１６号 令和７年度川場村国民健康保険事業特別会計補

正予算（第２号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１６号 令和７年度川場村国民健康

保険事業特別会計補正予算（第２号）について、提案説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９６万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を４億

５，９０６万９，０００円とするものであります。 

 歳入の主なものは、前年度に比べ被保険者の所得の増加に伴う保険税が１，０６７万３，０００円

の増額、国庫支出金が８９万１，０００円の増額となり、繰入金については保険税の増額に伴い基金

繰入金及び保険基盤安定繰入金、出産育児一時金繰入金等の額が確定したため１，０７１万３，００
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０円を減額するものであります。 

 次に、主な歳出でありますが、子ども・子育て支援金制度への対応のためのシステム改修を行う必

要があるため、総務費の徴税費を８９万１，０００円増額するものであります。 

 なお、本案につきましては、去る２月１９日に開催されました川場村国民健康保険運営協議会に諮

問し、了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、

提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。本案は、歳入歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言

って質疑をしてください。質疑ありますか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１６号 令和７年度川場村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について

の件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１７ 議案第１７号 令和７年度川場村介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１７、議案第１７号 令和７年度川場村介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１７号 令和７年度川場村介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）について、提案説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９８７万１，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

４億６，５０３万３，０００円とするものであります。 

 歳入の主なものは、保険料８３万５，０００円、国庫支出金１０５万円を増額し、支払基金交付金

６０４万９，０００円、県支出金１５０万５，０００円、繰入金４１８万７，０００円をそれぞれ減

額するものであります。 

 次に、主な歳出でありますが、本年度の実績を踏まえ、総務費４０万７，０００円、基金積立金７
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万５，０００円を増額し、保険給付費９８０万円、地域支援事業費５５万３，０００円をそれぞれ減

額するものであります。 

 なお、本案につきましては、去る２月１９日に開催されました川場村介護保険運営協議会に諮問し、

了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説

明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。本案は、歳入歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言

って質疑をしてください。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１７号 令和７年度川場村介護保険事業特別会計補正予算（第２号）についての件

を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１８ 議案第１８号 令和７年度川場村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい 

              て 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１８、議案第１８号 令和７年度川場村後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１８号 令和７年度川場村後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）について、提案説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４８万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１

億１，１８７万９，０００円とするものであります。 

 歳入でありますが、保険料の確定に伴い８７５万６，０００円、諸収入９０万６，０００円、国庫

支出金２４万３，０００円をそれぞれ増額し、繰入金４４２万３，０００円を減額するものでありま

す。 

 次に、歳出でありますが、総務費５万円、後期高齢者医療広域連合納付金の額の確定に伴い７３９
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万５，０００円をそれぞれ増額し、諸支出金１４万円、予備費１８２万３，０００円を減額するもの

であります。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定いただきますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。本案は、歳入歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言

って質疑をしてください。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１８号 令和７年度川場村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についての

件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１９ 議案第１９号 令和７年度川場村簡易水道事業会計補正予算（第２号）について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１９、議案第１９号 令和７年度川場村簡易水道事業会計補正予算

（第２号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第１９号 令和７年度川場村簡易水道

事業会計補正予算（第２号）について、提案説明を申し上げます。 

 初めに、収益的収入及び支出でございます。 

 収入では、水道事業収益７，０６３万２，０００円に２７８万８，０００円を追加し、補正後額を

７，３４２万円といたします。営業収益では実収入に合わせた増額を行い、営業外収益では他会計負

担金の資本的収入からの組替え及び収支の不足分を合わせた２５０万４，０００円を追加計上し、増

額をしております。 

 支出では、水道事業費用７，８８０万８，０００円に３１２万１，０００円を追加し、補正後額を

８，１９２万９，０００円といたします。給与改定による人件費や資本的支出計上額を修繕費に組み

替えたことによる営業費用２４３万２，０００円の増額や、納付消費税の増額と新たに特別損失を２

２万円計上しております。 
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 続いて、資本的収入及び支出でございます。 

 資本的収入では、他会計負担金の組替えと水道基金取崩し額の減額により、予算額の８４４万５，

０００円から７７３万１，０００円を減額し、補正後額を７１万４，０００円といたします。 

 資本的支出では、不用額の減額と太郎配水池の水位弁交換工事を収益的支出へ組み替えるため、予

算額８４４万５，０００円から１９２万６，０００円を減額し、補正後額を６５１万９，０００円と

いたします。 

 なお、本案につきましては、去る２月１９日に開催されました川場村上下水道運営協議会に諮問し、

了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説

明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。本案は、歳入歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言

って質疑をしてください。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第１９号 令和７年度川場村簡易水道事業会計補正予算（第２号）についての件を採

決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２０ 議案第２０号 令和７年度川場村下水道事業会計補正予算（第２号）について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２０、議案第２０号 令和７年度川場村下水道事業会計補正予算（第

２号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２０号 令和７年度川場村下水道事

業会計補正予算（第２号）について、提案説明を申し上げます。 

 初めに、収益的収入及び支出でございます。 

 収入では、下水道事業収益１億６，１３２万９，０００円に５２７万２，０００円を追加し、補正

後額を１億６，６６０万１，０００円といたします。営業収益は下水道使用料減収に伴い１３０万５，
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０００円を減額し、営業外収益では他会計負担金の資本的収入からの組替え及び収支の不足分を合わ

せた６５７万７，０００円を追加計上し、増額しております。 

 支出では、下水道事業費用１億６，１３３万円に２５６万６，０００円を追加し、補正後額１億６，

３８９万６，０００円とし、給与改定による人件費や資本的支出計上額を修繕費へ組み替えたことに

より、営業費用１７３万６，０００円の増額や納付消費税の増額、新たに特別損失を計上いたしまし

た。 

 続いて、資本的収入及び支出でございます。 

 資本的収入では、他会計負担金を収益的収入へ組み替えたため、５，１５２万８，０００円から５

０１万９，０００円を減額し、補正後額を４，６５０万９，０００円といたします。 

 資本的支出では、不用額の減額と工事２本を収益的支出へ組み替えたため、１億３２７万円から２

３１万３，０００円を減額し、補正後額１億９５万７，０００円へ減額といたします。 

 なお、本案につきましては、去る２月１９日に開催されました川場村上下水道運営協議会に諮問し、

了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説

明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。本案は、歳入歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言

って質疑をしてください。質疑はありませんか。６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） １５ページ、明細書の収入の１款下水道事業収益１項営業収益１目下水道使

用料１節下水道使用料でございますけれども、マイナス１３０万９，０００円となっております。実

収入に補正ということでございますけれども、この基準となるのは水道メーターでございますので、

先ほど可決した水道料金のほうでは減額補正になっておらないので、基準になるところが補正になっ

ていないのに、下水道はそれを基準としているのになぜ減額になるのか。 

 もう１点でございます。 

 １６ページの支出でございますけれども、１款下水道事業費用３項特別損失１目その他特別損失１

節その他特別損失の長期滞留未収金の不納欠損予定額でございますけれども、これについてご説明い

ただきたいと思います。 

○議長（小菅秋雄君） 田園整備課長。 

              〔田園整備課長 石田信幸君発言〕 

○田園整備課長（石田信幸君） １点目、下水道の使用料の減額についてでございます。 

 これは単純に使用料が減ったということですが、水道も減ってもおかしいんじゃないかというご質

問でございます。実は水道の料金も減っているところなんですが、水道ですとパース病院がつなげた

という経緯がございまして、当初予算ではそのパースの水道料金を見ていなかったと、その分増えて
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水道は減っていないということでございます。 

 ２点目でございます。その他の特別損失でございますけれども、こちらでございますが、５年以上

の滞納者５人分の不納欠損の予定額を計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（小菅秋雄君） ６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） ご説明ありがとうございます。 

 先ほどのパースの関係については、パースは下水道には入っていないという理解でよろしいでしょ

うか。 

○議長（小菅秋雄君） 田園整備課長。 

              〔田園整備課長 石田信幸君発言〕 

○田園整備課長（石田信幸君） 失礼しました。 

 パースは下水道にはつないでおりません。 

○議長（小菅秋雄君） ６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） ありがとうございました。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑はございませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第２０号 令和７年度川場村下水道事業会計補正予算（第２号）についての件を採決

いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２１ 議案第２１号 令和８年度川場村一般会計予算について 

◎日程第２２ 議案第２２号 令和８年度川場村国民健康保険事業特別会計予算について 

◎日程第２３ 議案第２３号 令和８年度川場村介護保険事業特別会計予算について 

◎日程第２４ 議案第２４号 令和８年度川場村後期高齢者医療特別会計予算について 

◎日程第２５ 議案第２５号 令和８年度川場村簡易水道事業会計予算について 
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◎日程第２６ 議案第２６号 令和８年度川場村下水道事業会計予算について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２１、議案第２１号 令和８年度川場村一般会計予算についての件か

ら、日程第２６、議案第２６号 令和８年度川場村下水道事業会計予算についての件までの６件を一

括議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております議案第２１号 令和８年度川場村一般会計

予算について、提案説明を申し上げます。 

 令和８年度の一般会計当初予算の総額は３２億２１７万２，０００円で、前年度に比べプラス９．

８％、２億８，６４１万円の増であります。 

 歳入の内訳を財源別で見ますと、村税等の自主財源が１２億２，４４７万６，０００円で歳入全体

の３８．２％となります。地方交付税や国庫支出金等の依存財源が１９億７，７６９万６，０００円

で６１．８％を占めております。依然として厳しい財政状況に変わりはありませんが、村税やふるさ

と寄附金を中心とする自主財源の確保に努めてまいりたいと思います。 

 次に、歳出の内訳を性質別に見ますと、地方自治体の一般歳出のうち、支出することが制度的に義

務づけられている経費である義務的経費が１２億５，６１４万２，０００円で歳出全体の３９．２％、

普通建設事業費などの投資的経費が７，８２２万８，０００円で２．４％、その他の経費が１８億６，

７８０万２，０００円で５８．４％を占めております。 

 具体的な項目に入りますが、歳入では、村税が４億１，８４２万５，０００円の計上で６．６％の

増額であります。地方交付税は１３億円の計上で、前年度比１億円の増額であります。使用料及び手

数料は５，８１４万２，０００円で１．４％の減額であります。国庫支出金は２億９４１万９，００

０円の計上で１１．２％の減額であります。寄附金は１億９，１５９万１，０００円で１４．７％の

増額であります。ふるさと納税、企業版ふるさと納税等を見込んでおります。繰入金は４億４，２１

９万円の計上で、財政調整基金、ほたかの里基金等の繰入れを計上いたしました。村債は１億５，１

３０万円で６８．８％の増であります。主な財源は、旧庁舎の解体工事に充てる起債でございます。 

 歳出でありますが、主なものを説明いたします。 

 総務費では、旧庁舎解体のための調査及び設計委託料、旧庁舎解体工事請負費、ガバメントクラウ

ド運用業務委託料、庁舎等空調保守点検業務委託料、ふるさと納税関連経費などを計上いたしました。 

 民生費では、社会福祉事業委託料、子どものための教育・保育給付費負担金、物価高騰対応重点支

援地方創生臨時交付金事業による保育料及び給食費の補助などを計上しました。また、国民健康保険

事業、後期高齢者医療及び介護保険事業特別会計への繰出金１億７，４１４万６，０００円を計上い

たしました。 

 衛生費では、各種検診委託料、清掃施設組合負担金などを計上いたしました。また、水道事業会計
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で物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業による水道料金基本料減免分を含めて繰出金を計上

しました。 

 農林水産業費では、農道や水路整備のための小規模農村整備事業、多面的機能支払交付金事業、林

道整備及び森林や竹林整備事業などを計上いたしました。 

 商工費では、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業による商品券交付事業、かわばまつり

開催経費、施設管理委託料等を計上いたしました。 

 土木費では、村道舗装補修等工事請負費、橋梁定期点検委託料などを計上いたしました。また、下

水道事業会計への繰出金１億２，９６８万５，０００円を計上いたしました。 

 消防費では、広域消防負担金１億１，１９４万９，０００円を計上いたしました。 

 教育費では、生徒海外派遣交流経費、給食調理委託料、スポーツ施設管理委託料、武道館及び第１

体育館修繕工事等を計上いたしました。 

 次に、議案第２２号 令和８年度川場村国民健康保険事業特別会計予算について、提案説明を申し

上げます。 

 日本の医療保険制度の中核として、国民健康保険制度は地域住民の医療の確保と健康増進に大きな

役割を果たしているところでございます。平成３０年度から国民健康保険の財政運営を群馬県が担っ

ており、令和１５年度に県内の保険料統一を見据え、算定方法を４方式から３方式へ変更を行い６年

目の年となります。現在、県内のどこに住んでいても、同じ所得で同じ世帯構成であれば同じ保険税

率にすることを目標に協議を進めております。 

 さて、令和８年度の予算でありますが、令和７年度の保険給付費等の支払い状況及び予定できる財

源を基に、歳入歳出予算の総額を４億８２５万円といたしました。これは前年度当初予算と比較して

５．８％の減となり、金額にして２，５０５万２，０００円の減額となります。 

 主な歳入では、国民健康保険税７，８２９万３，０００円で６０３万４，０００円の増額で、要因

といたしましては、被保険者の総所得額の増加と、子ども・子育て支援納付金分の新設のための増額

となっております。都道府県支出金２億７，８６０万１，０００円で、前年度に比べ９．０％、金額

で２，７６９万２，０００円の減額、繰入金５，０９８万３，０００円で、前年度に比べ６．７％、

金額で３６４万１，０００円の減額となっております。要因といたしましては、保険基盤安定繰入金

の減額によるものであります。 

 次に、歳出でありますが、歳出予算の６６．２％を占める保険給付費が２億７，０１２万４，００

０円で、前年度に比べ９．４％、金額で２，７９８万１，０００円の減額となります。 

 次に、国民健康保険事業納付金については、所得水準の影響を考慮し１億９００万円を計上いたし

ました。 

 以上が令和８年度予算の概要でありますが、病気を事前に予防するための保健事業に力を入れ、医

療費の削減に努めていきたいと思いますので、議員各位のご理解をお願いするところであります。 



－44－ 

 次に、議案第２３号 令和８年度川場村介護保険事業特別会計予算について、提案説明を申し上げ

ます。 

 介護保険事業は、介護を必要とする方を社会全体で支え、利用者の選択による総合的なサービスを

安心して受けられる制度として、平成１２年に発足をいたしました。また、令和８年度は第９期介護

保険事業計画の３年目となり、年度中に第１０期介護保険事業計画の策定を行うこととなります。 

 さて、令和８年度の予算でありますが、第９期介護保険事業計画を基に、保険給付費等の状況を踏

まえ、歳入歳出予算の総額を４億５，８４９万６，０００円といたしました。これは前年度当初予算

と比較して約１．６％、金額で７２１万２，０００円の増額となります。 

 主な歳入では、介護保険料が１億６０２万２，０００円で、前年度に比べ１．７％、金額にして１

７２万６，０００円の増額、繰入金は７，８６９万６，０００円で、前年度に比べ１２．３％、金額

にして８６４万８，０００円の増額となっております。国庫支出金、支払基金交付金、県支出金の減

額は、保険給付費の減額によるものであります。 

 歳出でありますが、歳出全体の８８．７％を占めております保険給付費でありますが、介護保険事

業計画及びサービス利用実績から４億６６３万９，０００円、前年度に比べ４３１万９，０００円の

減額となっております。総務費については、介護保険制度会計システムの改修及び第１０期介護保険

事業計画作成費用の計上により８０２万５，０００円の増額、地域支援事業費については、前年度の

予防サービス利用実績から３３７万６，０００円の増額となっております。保険給付費を村の要介護

及び要支援認定者２００名で利用額に換算してみますと、１人当たり年額でおよそ２００万円となり

ます。介護が必要になってもできる限り自立した生活ができるよう、介護保険を利用される高齢者の

皆さんに信頼される介護保険事業であるよう、今後とも努力をしてまいりたいと思いますので、議員

各位のご指導、ご協力をお願い申し上げます。 

 次に、議案第２４号 令和８年度川場村後期高齢者医療特別会計予算について、提案説明を申し上

げます。 

 平成２０年度から発足し、高齢者医療を支えている後期高齢者医療特別会計予算でありますが、歳

入歳出予算の総額を前年度比１６．２％増となる１億２，０７４万７，０００円といたします。 

 増額の要因といたしますと、被保険者数の増加により医療給付費の増加が見込まれること及び子ど

も・子育て支援金制度の創設により、後期高齢者医療広域連合納付金が増額となったことによります。 

 主な歳入でありますが、７５歳以上の被保険者から納めていただきます保険料が４，７６４万２，

０００円であり、前年度に比べ１，２０６万４，０００円の増額となっております。この保険料の負

担割合は、県内市町村の全て同率となっておりますが、村内の被保険者が納めることになる１人当た

りの保険料に換算してみますと、年間でおよそ７万５，０００円になります。繰入金は７，１０７万

６、０００円、前年度に比べ４７２万４，０００円の増額となっております。 

 次に、歳出でありますが、事務費分となる総務費の４４４万２，０００円、後期高齢者医療広域連
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合への納付金が１億１，５８０万４，０００円であり、前年度に比べ１，６６９万円の増額となって

おります。 

 以上が令和８年度予算の概要でありますが、今後もこの制度が現役世代と高齢者が共に支え合う医

療制度として、村民の福祉と健康の増進につながるよう、ご指導、ご協力をお願い申し上げます。 

 次に、議案第２５号 令和８年度川場村簡易水道事業会計予算について、提案説明を申し上げます。 

 初めに、収益的収入及び支出でございます。 

 収入では、水道事業収益が８，３１８万４，０００円であります。内訳は、令和８年度実績予定で

ある物価高騰対策交付金を活用し、水道基本料金の減免により減額をした水道料金、加入金といった

営業収益が２，９７３万５，０００円、減免料金に充当する一般会計繰入金や長期前受金戻入といっ

た営業外収益５，３４４万９，０００円となっております。 

 支出では、水道事業費用を８，７４２万６，０００円としております。内訳といたしまして、営業

費用に水道水供給に伴い発生する人件費や電気代等の費用及び施設管理や修繕等の維持管理費、減価

償却費を８，４５４万９，０００円とし、営業外費用に企業債利息や納付消費税等１８７万７，００

０円を計上しております。また、予備費は不測の事態に備え１００万円を計上しております。 

 続いて、資本的収入及び支出でございます。 

 資本的収入は、水道基金取崩しにより６２６万円であります。 

 資本的支出は１，０８５万８，０００円で、うち建設改良費には上界戸及び中野配水池の流量計更

新工事２本分と検定満期に伴うメーター交換を合わせ８０３万２，０００円を、企業債元金償還には

２８１万６，０００円を計上いたしました。 

 次に、議案第２６号 令和８年度川場村下水道事業会計予算について、提案説明を申し上げます。 

 初めに、収益的収入及び支出でございます。 

 収入では、下水道事業収益が１億６，２８７万３，０００円であります。内訳は、下水道使用料３，

６０１万２，０００円、一般会計繰入金と長期前受金戻入による営業外収益を１億２，６８６万１，

０００円計上しております。 

 支出では、下水道事業費用を１億６，２８７万３，０００円としております。汚水の処理に係る人

件費や電気代等の費用及び施設管理や修繕等の維持管理費、減価償却費を合わせ１億５，０６６万４，

０００円、企業債利益や納付消費税に１，１２０万９，０００円を計上しております。また、予備費

は、不測の事態に備え１００万円を計上しております。 

 続いて、資本的収入及び支出でございます。 

 資本的収入は、一般会計繰入れと受益者負担金により４，７０３万２，０００円であります。 

 資本的支出は、９，８６３万円で、うち建設改良費として、下水処理場のポンプ及びインバーター

交換工事２本分を含め８７３万９，０００円、企業債元金償還には８，９８９万１，０００円を計上

しております。 
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 なお、後期高齢者医療特別会計以外の特別会計等予算につきましては、去る２月１９日に開催され

ました各運営協議会に諮問し、了承を得ておりますことを申し添え、細部につきましては担当課長か

ら説明申し上げます。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） ここで担当課長の細部説明を求めます。総務課長。 

              〔総務課長 小林 巧君発言〕 

○総務課長（小林 巧君） それでは、令和８年度川場村一般会計予算の細部説明をいたします。 

 令和８年度川場村の一般会計予算は次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３２億２１７万２，０００円と定める。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 第３条、一時借入金の借入れの最高額は３億円と定める。 

 ７ページをご覧ください。 

 第２表地方債でございます。 

 起債の目的、限度額、利率、償還の方法でございます。 

 初めに、公共施設等適正管理推進事業債１億４，４００万円の限度額で、旧庁舎の解体事業に充て

ます。緊急自然災害防止対策事業債４００万円でございますが、県単治山事業の負担金に充てます。

デジタル活用推進事業債でございます。３３０万円、これにつきましては川場学園のプロジェクター

の導入事業に使用いたします。計で１億５，１３０万円でございます。利率につきましては５％以内

ということで計上しました。償還方法については据置期間を含み３０年以内ということでございます。 

 ９ページをご覧ください。 

 歳入歳出予算の事項別明細書になります。 

 歳入でございます。 

 主な増減理由、前年度比較は先日の全員協議会で説明をさせていただきましたので、この明細の説

明は割愛させていただきます。 

 １０ページをご覧ください。 

 歳入の合計でございますが、本年度予算額３２億２１７万２，０００円、前年度予算額２９億１，

５７６万２，０００円、比較で２億８，６４０万円でございます。 

 １１ページをご覧ください。 

 歳出でございます。 

 歳出の合計、本年度予算額３２億２１７万２，０００円、前年度予算額２９億１，５７６万２，０

００円、比較２億８，６４１万円でございます。予算額の財源内訳でございます。国庫支出金が３億
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７，４０７万８，０００円、地方債が１億５，１３０万円、その他で３億９，５６４万２，０００円、

一般財源が２２億８，１１５万２，０００円でございます。 

 １３ページをご覧ください。 

 歳入の詳細説明になります。 

 １款１項村税につきましては、合計で１億３，６８９万１，０００円で７．４％の増額になってお

ります。 

 続きまして、１款２項固定資産税は、計で２億４，２２３万１，０００円で４．６％の増額でござ

います。 

 １４ページをご覧ください。 

 １款３項軽自動車税でございますが、環境性能割、種別割につきましては廃目となっております。

経過措置といたしまして、１款６項旧法による税ということで、下に計上をさせていただいておりま

す。 

 １款４項１目村たばこ税１節たばこ税でございますが、前年度実績から１，４９４万４，０００円

となっております。 

 １款６項旧法による税ということで、１目軽自動車税環境性能割につきましては、経過措置といた

しまして２０万円を計上させていただいております。 

 １５ページをご覧ください。 

 ２款１項地方譲与税につきましては、前年度の実績から計上させていただきました。 

 １６ページをご覧ください。 

 ４款１項配当割交付金、５款１項株式等譲渡所得割交付金、６款１項法人事業税交付金につきまし

ては、前年度実績から計上をさせていただいております。 

 １７ページをご覧ください。 

 ８款１項１目環境性能割交付金でございます。先ほど税の部門で説明をさせていただきましたが、

環境割の性能割交付金につきまして令和８年３月３１日で廃止されておりますけれども、経過措置と

いたしまして３００万円を計上させていただきました。 

 １０款１項１目地方交付税、地方交付税でございますが、１億円の増加で１３億円を計上しており

ます。小学校の給食費や物価高騰によります算定基準の改正がございまして増加となっております。 

 ２１ページをご覧ください。 

 １４款２項１目総務費国庫補助金でございます。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金でござ

います。２，０９５万８，０００円でございます。この内訳でございますけれども、推奨メニューと

いたしまして水道料金の基本料金の減免、プレミアム商品券の事業、こども園給食費補助金の事業、

こども園保育料の補助金の事業に充てる予定でございます。その下の地域未来交付金でございますが、

２７５万円でございます。 
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 ２２ページをご覧ください。 

 １４款２項５目土木費国庫補助金でございます。１節の土木費補助金でございます。社会資本整備

総合交付金でございますが、これは除雪に充てております。６００万円でございます。道路メンテナ

ンス事業費補助金でございますが、これは橋梁点検の委託費として充当いたしております。１，０６

５万９，０００円でございます。 

 ２４ページをご覧ください。 

 １５款２項１目総務費県補助金でございます。２節電源立地地域対策交付金、電源立地地域対策交

付金ですが、４４０万円でございます。 

 ２７ページをご覧ください。 

 １７款１項２目総務費寄附金でございます。１節ふるさと寄附金、ふるさと寄附金１億５，０００

万円と、企業版ふるさと寄附金２，０５０万円でございます。 

 １８款１項１目財政調整基金繰入金１節財政調整基金でございますけれども、３億円を予定してお

ります。 

 ２８ページをご覧ください。 

 ４目ほたかの里基金繰入金１４節ほたかの里基金繰入金、ほたかの里基金繰入金でございますが、

１億３，５３０万円でございます。 

 ６目減債基金繰入金１節減債基金繰入金でございますが、３８９万円でございます。 

 ７目友好の森整備基金繰入金１節の友好の森整備基金繰入金でございますが、３００万円でござい

ます。 

 ２９ページをご覧ください。 

 ２０款４項６目雑入でございます。雑入について、代替バスの運行負担金３４１万５，０００円で

ございます。てんぐ山公園の管理負担金５９８万１，０００円でございます。 

 ３１ページをご覧ください。 

 ２１款１項村債でございます。村債につきましては７ページで説明しておりますので、割愛をさせ

ていただきます。 

 ３３ページをご覧ください。 

 歳出の細部説明になります。 

 まず、給料、職員手当、共済は、各事業ごとに計上しておりますが、説明は省略させていただきま

す。 

 ４１ページをご覧ください。 

 ２款１項１目一般管理費１８節負担金補助及び交付金でございます。群馬県市町村振興協会魅力あ

るコミュニティ助成事業補助金、門前地区でございますが２００万円でございます。 

 ４４ページをご覧ください。 
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 ２款１項３目財産管理費でございます。１２節委託料、旧庁舎のための調査設計委託料７００万円

でございます。ＪＡ跡地住宅団地測量設計委託料３００万円でございます。 

 ４７ページをご覧ください。 

 ２款１項３目財産管理費でございます。１４節工事請負費でございます。旧庁舎解体工事請負費１

億５，０００万円でございます。１７節備品購入費でございます。車両購入費でございますが、公用

車の老朽化によりまして軽自動車２台、カーゴ用の普通車を１台購入を予定しております。５９４万

円でございます。 

 ４８ページをご覧ください。 

 ２款１項３目の財産管理費でございますけれども、２４節積立金でございます。財政調整基金の利

子の積立てが１７０万円、減債基金の積立金が１００万円、その他の基金の積立金でございます。１

億７，７３０万３，０００円でございます。内訳といたしましては、ほたかの里基金積立金、森林環

境譲与税基金積立金、友好の森基金積立金、企業版ふるさと納税基金積立金、電源立地地域対策交付

金事業の基金の積立金になります。 

 ４９ページをご覧ください。 

 ２款１項４目企画費でございます。１０節需用費、ふるさと納税特典経費でございますけれども、

５，２９９万円でございます。 

 ５０ページをご覧ください。 

 １２節委託料でございます。親子向け移住体験事業（こども園留学）の委託でございますが、５５

０万円でございます。 

 ５１ページをご覧ください。 

 ２款１項４目企画費でございますが、１８節負担金補助及び交付金でございますが、代替バスの運

行費補助金になります。現在、川場村の循環バスでございますけれども、１９年を経過して老朽化が

目立っております。１台のバスをこの費用でリースいたしまして運行する予定であります。２，２８

０万８，０００円でございます。 

 ５２ページをご覧ください。 

 １８節でございますけれども、川場村子育て世帯・若者夫婦世帯住宅取得補助金でございます。２

００万円で５件を予定しておりまして、１，０００万円でございます。 

 ６９ページをご覧ください。 

 ３款１項１目社会福祉総務費でございます。２７節繰出金、国民健康保険事業特別会計繰出金３，

０９８万３，０００円でございます。 

 ７１ページをご覧ください。 

 ３款１項３目老人福祉費でございます。２７節繰出金、後期高齢者医療特別会計の繰出金７，１０

７万６，０００円でございます。介護保険事業特別会計繰出金７，２０８万７，０００円でございま
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す。 

 ７９ページをご覧ください。 

 ３款２項２目保育所費でございます。１８節負担金補助及び交付金、その他の補助金で、ここに保

育料の補助金と給食費の補助金がございますが、これにつきましては物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金事業を充てる予定でございます。保育料が５１０万５，０００円で、給食費のほうが２９

７万４，０００円でございます。その下の子どものための教育・保育給付費負担金１億２，７９０万

１，０００円でございます。 

 ８１ページをご覧ください。 

 ４款１項１目保健衛生費総務費でございます。１２節の委託料でございますが、標準化に伴いまし

て健康情報システムの改修委託料でございます。５０９万９，０００円でございます。 

 ８２ページをご覧ください。 

 ２７節の繰出金でございますけれども、水道事業会計の繰出金でございますが、物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金事業を充てまして、水道料金の基本料の免除を含んでおります。２，３７９

万９，０００円でございます。 

 ９２ページをご覧ください。 

 ４款２項１目清掃総務費１８節負担金補助及び交付金、沼田市外二箇村清掃組合負担金でございま

す。２，８３０万４，０００円でございます。 

 １００ページをご覧ください。 

 ６款１項８目土地改良総合整備事業費でございます。１２節の委託料、小規模農村整備事業調査設

計業務委託料１，１３３万円でございます。１４節工事請負費、小規模農村整備事業工事請負費でご

ざいますけれども、３か所を予定しております。１つ目が萩室の下原地区、もう一つが谷地地区の新

井地区、もう一つが谷地地区□芦地区でございます。１，８３７万円でございます。１８節負担金補

助及び交付金、多面的機能支払交付金でございますが、１，９１１万２，０００円でございます。 

 １０４ページをご覧ください。 

 ６款２項２目林業振興費１２節委託料でございます。川場村クマ出没対策緩衝帯整備事業委託料３

５０万円でございますが、谷地地区と生品地区を予定しております。竹林整備事業委託料でございま

す３００万円でございますけれども、ここは要望によって行う予定でございます。 

 １０６ページをご覧ください。 

 ６款２項３目治山林道費でございます。１８節負担金補助及び交付金でございます。県営事業等の

負担金でございます。県治山事業負担金でございます。林道太郎線の改良工事でございます。これに

つきましては７ページの起債を利用いたします。 

 １０７ページをご覧ください。 

 ７款１項１目商工総務費１８節負担金補助及び交付金、川場村商工会補助金でございますけれども、



－51－ 

このうち物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業を充てるプレミアム商品券事業がございます。

８６０万円でございます。 

 １１６ページをご覧ください。 

 ８款２項１目道路維持費でございます。１２節委託料、村道除雪作業委託料でございます。９２０

万円でございます。１４節工事請負費、舗装補修等工事請負費１，０４０万円でございます。 

 １１７ページをご覧ください。 

 ８款２項３目橋りょう費１２節委託料、橋梁定期点検委託料でございます。１６橋を実施予定でご

ざいます。１，７２３万７，０００円でございます。 

 １１８ページをご覧ください。 

 ８款４項１目公共下水道事業費２７節繰出金、下水道事業会計繰出金でございます。１億２，９６

８万５，０００円でございます。 

 １２２ページをご覧ください。 

 ９款１項２目消防施設費でございます。１８節負担金補助及び交付金でございます。広域消防負担

金で１億１，１９４万９，０００円でございます。 

 １２６ページをご覧ください。 

 １０款１項３目国際交流事業費でございます。１８節負担金補助及び交付金、児童生徒の派遣費の

補助になります。９年生海外派遣交流事業補助金１，４７７万６，０００円でございます。イングリ

ッシュキャンプ・セミナー補助金３４４万３，０００円でございます。 

 １２９ページをご覧ください。 

 １０款２項１目学校管理費１４節工事請負費でございます。川場学園プロジェクターシステム設置

工事でございますが、７ページの地方債を充てる予定でございます。３９６万円でございます。 

 １３３ページをご覧ください。 

 １０款２項３目調理場費（センター費）でございます。１２節委託料、給食調理委託料２，３５１

万５，０００円でございます。１４節工事請負費、維持補修工事でございます。自動水栓温水器取付

工事１３６万６，０００円、給食センター室内の建具修理工事１９１万１，０００円、給食センター

入り口ドア新設工事２８万７，０００円、下処理室内シンクの更新及び床修繕３７４万円でございま

す。 

 １３４ページをご覧ください。 

 １０款２項４目給食費でございますけれども、１０節需用費、給食賄材料費でございます。物価高

騰による増加でございます。１，９２０万１，０００円でございます。 

 １４３ページをご覧ください。 

 １０款５項１目保健体育総務費でございます。１２節委託料スポーツ施設管理委託料３，１３６万

６，０００円でございます。 
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 １４４ページをご覧ください。 

 １０款５項１目保健体育総務費でございますが、１４節工事請負費、川場村武道館修繕工事、これ

につきましては空調工事と排煙棟サッシの修繕工事が含まれておりまして、１，１２４万５，０００

円でございます。川場村第１体育館の修繕工事でございますが、暗幕の改修工事が充てられます。３

２９万２，０００円でございます。 

 １４６ページをご覧ください。 

 １２款１項１目元金でございます。２２節償還金利子及び割引料、元金償還金が３億９，０８８万

７，０００円でございます。 

 ２目利子２２節償還金利子及び割引料、利子償還金３，９３３万３，０００円でございます。 

 ３目公債諸費でございますけれども、２１節の償還補塡及び賠償金でございます。繰上げ償還の補

償金でございます５８万７，０００円でございます。令和８年度におきましては、１億４，２０２万

４，０００円の繰上償還を予定しております。 

 以上で細部説明を終わります。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由及び細部説明を終わります。 

 これから質疑を行います。本案は、歳入歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言

って質疑をしてください。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。日程第２１、議案第２１号 令和８年度川場村一般会計予算についての件から、

日程第２６、議案第２６号 令和８年度川場村下水道事業会計予算についての件までの６件について

は、予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。ご異議ありま

せんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２１号から議案第２６号までの６

件については、予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

 引き続いて、予算審査特別委員の選任を行います。 

 お諮りします。予算審査特別委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定により、お手

元に配付した名簿のとおり指名したいと思います。ご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。したがって、予算審査特別委員は、お手元に配付した

名簿のとおり選任することに決定しました。 

 予算審査特別委員会を、委員会条例第９条第１項の規定により、本日の本会議終了後、議場におい

て開催いたします。 
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     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎散  会 

○議長（小菅秋雄君） これで本日の日程は全て終了いたしました。 

 なお、３月６日から３月１２日まで休会とし、３月１３日は議事の都合上、午後２時から本会議を

開催したいと存じますが、これにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。したがって、３月６日から３月１２日まで休会とし、

３月１３日は午後２時から本会議を開催いたしますので、定刻までにご参集ください。 

 本日はこれにて散会いたします。 

   午後０時３３分散会 

 


